
教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

 

第４号 

 

 

へき地等学校の指定に関する規則の  

                一部を改正する規則の制定について  

 

 

 このことを、別案のとおり提出する。  

 

 

                                      令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 

                                      教 育 長 

 

 

（理 由） 

 

  添田町及び赤村において、添田町立津野小学校、添田町立落合小学校及

び赤村立赤小学校上赤分校が令和７年３月３１日をもって廃止されるた

め、当該規則から削除するほか、所要の規定の整備を行うものである。 
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へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月 

 

日 

                               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

福
岡
県
教
育
委
員
会 

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

号 

へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
、
準
へ
き
地
学
校
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
」
を
「
及 

び
準
へ
き
地
学
校
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
を
削
る
。 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

                                                      

                                               

 
 

          

  

宗
像
市
地
島 

〃 

大
島 

糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
萩
尾 

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

糸
島
市
志
摩
姫
島 

〃 

志
摩
姫
島 

朝
倉
郡
東
峰
村
大
字
福
井 

〃   

東
峰
村
大
字
福
井 

八
女
市
星
野
村
一
二
〇
五
九 

〃   

星
野
村
九
五
〇
〇 

〃   

矢
部
村
北
矢
部 

京
都
郡
み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

〃 

み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

所 
 

在 
 

地 

地
島
小
学
校 

大
島
学
園 

篠
栗
小
学
校
萩
尾
分
校 

相
島
小
学
校 

新
宮
中
学
校
相
島
分
校 

姫
島
小
学
校 

志
摩
中
学
校
姫
島
分
校 

 
 

東
峰
小
学
校 

東
峰
中
学
校 

星
野
小
学
校 

星
野
中
学
校 

矢
部
清
流
学
園 

伊
良
原
小
学
校 

伊
良
原
中
学
校 

学 
 

校 
 

名 

二 一 一 二 二 三 三 一 一 一 一 一 二 二 

 

級
地 

区
分 
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築
上
郡
築
上
町
大
字
小
原 

所 
 

在 
 

地 

小
原
小
学
校 

学 
 

校 
 

名 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

   
   

    

別
表
第
三
を
削
る
。 

附 

則                                               

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。    
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（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る 

 
 

条
例
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
へ
き
地
条
例
」
と
い 

 
 

う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
へ
き
地
学
校
及
び
準
へ
き
地
学
校
を
指 

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

（
削
る
。
） 

   

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

宗
像
市
地
島 

  

〃 
 

大
島 

 

糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
萩
尾 

  

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

  

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

 

糸
島
市
志
摩
姫
島 

  

〃 

志
摩
姫
島 

 

朝
倉
郡
東
峰
村
大
字
福
井 

  

〃 

東
峰
村
大
字
福
井 

 

八
女
市
星
野
村
一
二
〇
五
九 

 
 

〃 
 

星
野
村
九
五
〇
〇 

〃 

矢
部
村
北
矢
部 

京
都
郡
み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

 
 
 

〃 
 

み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

所 
 

在 
 

地 

 
 

地
島
小
学
校 

 
 

大
島
学
園 

 
 

篠
栗
小
学
校
萩
尾
分
校 

 
 

相
島
小
学
校 

 
 

新
宮
中
学
校
相
島
分
校 

 
 

姫
島
小
学
校 

 
 

志
摩
中
学
校
姫
島
分
校 

 
 

東
峰
小
学
校 

 
 

東
峰
中
学
校 

星
野
小
学
校 

星
野
中
学
校 

 
 

矢
部
清
流
学
園 

 
 

伊
良
原
小
学
校 

 
 

伊
良
原
中
学
校 

学 
 

校 
 

名 

二 一 一 二 二 三 三 一 一 一 一 一 二 二 

 級
地 

区
分 

改 
 

正 
 

案 

へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る 

 
 

条
例
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
へ
き
地
条
例
」
と
い 

 
 

う
。）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
へ
き
地
学
校
、
準
へ
き
地
学
校
及
び
特 

 
 

別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
） 

 

第
四
条 

へ
き
地
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る 

 
 

学
校
等
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

 

宗
像
市
地
島 

  

〃 
 

大
島 

 

糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
萩
尾 

  

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

  

〃 

新
宮
町
大
字
相
島 

 

糸
島
市
志
摩
姫
島 

  

〃 

志
摩
姫
島 

 
朝
倉
郡
東
峰
村
大
字
福
井 

  
〃 

東
峰
村
大
字
福
井 

 

八
女
市
星
野
村
一
二
〇
五
九 

 
 

〃 
 

星
野
村
九
五
〇
〇 

〃 

矢
部
村
北
矢
部 

田
川
郡
添
田
町
大
字
津
野 

 

京
都
郡
み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

 
 
 

〃 
 

み
や
こ
町
犀
川
上
伊
良
原 

所 
 

在 
 

地 

 
 

地
島
小
学
校 

 
 

大
島
学
園 

 
 

篠
栗
小
学
校
萩
尾
分
校 

 
 

相
島
小
学
校 

 
 

新
宮
中
学
校
相
島
分
校 

 
 

姫
島
小
学
校 

 
 

志
摩
中
学
校
姫
島
分
校 

 
 

東
峰
小
学
校 

 
 

東
峰
中
学
校 

星
野
小
学
校 

星
野
中
学
校 

 
 

矢
部
清
流
学
園 

 
 

津
野
小
学
校 

 
 

伊
良
原
小
学
校 

 
 

伊
良
原
中
学
校 

学 
 

校 
 

名 

二 一 一 二 二 三 三 一 一 一 一 一 一 二 二 

 

級
地 

区
分 

現 
 

行 
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別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

    

 

（
削
る
。
） 

 

築
上
郡
築
上
町
大
字
小
原 

所 
 

在 
 

地 

小
原
小
学
校 

学 
 

校 
 

名 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

     

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

 

田
川
郡
赤
村
大
字
赤 

築
上
郡
築
上
町
大
字
小
原 

所 
 

在 
 

地 

赤
小
学
校
上
赤
分
校 

小
原
小
学
校 

学 
 

校 
 

名 

田
川
郡
添
田
町
大
字
落
合 

所 
 

在 
 

地 

落
合
小
学
校 

学 
 

校 
 

名 
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